○富岡市狭あい道路後退用地等整備要綱
平成19年8月17日

告示第81号

(目的)

第1条　この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により道路とみなされている土地等について、建築主等の協力のもとに安全で快適な道路として拡幅整備することにより、良好な居住環境の確保を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)　狭あい道路　法第42条第2項の規定により市長が指定した道路及び幅員4メートル未満の市道をいう。

(2)　後退線　法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線又は狭あい道路の中心線から2メートル後退した線若しくは当該狭あい道路が、がけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、そのつど協議の上決定した線をいう。

(3)　後退用地　狭あい道路の境界線と後退線との間にある土地をいう。

(4)　すみ切り用地　道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生じる内角が120度以上の場合を除く。)で、道路の境界線(狭あい道路については、当該後退線)で構成される角地の隅角をはさむ各々の辺の長さが2メートル以上の三角形の部分の土地をいう。

(5)　後退用地等　後退用地及びすみ切り用地をいう。

(6)　建築行為　建築物を建築し、又は工作物を築造する行為をいう。

(7)　建築主等　狭あい道路に接する土地において建築行為をしようとする者(土地所有者が建築行為をしようとする者と異なる場合にあっては、土地所有者を含む。)並びに現に建築物の存する土地の所有者及び当該建築物の所有者をいう。

(8)　支障物件　後退用地等内にある建築物、工作物、生垣、樹木、電柱その他これらに類するものをいう。

(事前協議)

第3条　建築主等は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときは、後退用地等の帰属、整備、管理その他の事項について、市長とあらかじめ協議するものとする。

(1)　法第6条第1項及び第6条の2第1項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認申請

(2)　法第18条第2項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知

(3)　確認申請等を必要としない建築行為を行う場合

(4)　後退用地等の寄附等の申出

(5)　その他市長が必要と認めるもの

2　建築主等は、前項の規定による協議(以下「事前協議」という。)をしようとするときは、後退用地等整備事前協議書(様式第1号)に別表第1に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(境界等の確定)

第4条　事前協議をしようとする建築主等は、あらかじめ隣接地所有者と土地の境界を確定しておかなければならない。

(後退用地等の取得等)

第5条　市長は、後退用地等を寄附により取得するものとする。ただし、境界が確定できない等の理由で後退用地等を分筆登記できないときは、当該後退用地等を無償により使用できるものとする。

(事前協議済通知書)

第6条　市長は、建築主等との合意により事前協議が終了したときは、当該建築主等に後退用地等整備事前協議済通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(合意に伴う手続)

第7条　建築主等は、次の各号に掲げる合意内容により、当該各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1)　道路として市に寄附　後退用地等寄附申請書(様式第3号)及び別表第2に掲げる書類

(2)　道路として市が無償使用　後退用地等無償使用同意書(様式第4号)及び別表第3に掲げる書類

(測量等の実施)

第8条　市長は、前条第1号に規定する内容で合意したときは、後退用地等の測量、分筆登記、所有権移転登記等をし、又はこれらに係る費用を負担することができる。

(支障物件の撤去)

第9条　建築主等は、事前協議が終了したときは、速やかに後退用地等内の支障物件を撤去し、また、後退用地等が整備できる状態になったときは、後退用地等整備依頼書(様式第5号)を市長に提出するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(報奨金の交付)

第10条　市長は、第7条第1項に規定する内容により後退用地等を取得したときは、別表第4　の基準により建築主等に報奨金を交付することができる。

2　市長は、第7条第1項に規定する内容により後退用地等を取得したときは、狭あい道路整備報奨金交付通知書(様式第6号)を当該建築主等に通知するものとする。

(後退用地等の整備等)

第11条　市長は、第7条第1号及び第2号に規定する内容で合意した建築主等から第9条に規定する後退用地等整備依頼書の提出を受けたときは、支障物件の除却状況等を確認し、後退用地等を道路として速やかに整備するとともに、管理を行うものとする。

2　市長は、第7条第2号に規定する内容で合意した建築主等から第9条に規定する後退用地等整備依頼書の提出を受けたときは、支障物件の除却状況等を確認し、後退用地等借受書(様式第7号)を当該建築主等に交付するものとする。

3　市長は、土地の形状、位置等により道路整備が困難であると判断した後退用地等は、道路整備を行わないことができる。

(拡幅整備済証の設置)

第12条　市長は、この要綱による後退用地等の拡幅整備が完了したときは、拡幅整備済証(様式第8号)を交付するものとする。

2　建築主等は、当該後退用地等に接する門、塀等、又は建築物の見えやすい位置に拡幅整備済証を設置する。

(固定資産税等の取扱い)

第13条　第7条第2号に規定する内容で合意された後退用地等が拡幅整備された場合における当該後退用地等の固定資産税及び都市計画税の取扱いは、地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第5号の規定により定めるところにより非課税とする。

(報奨金の交付決定の取消し等)

第14条　市長は、第10条の規定により報奨金の交付の決定を受けた建築主等が、偽りその他の不正手段により当該報奨金の交付の決定を受けたと認められる場合は、当該交付決定を取り消すことができる。

2　市長は、前項の規定に基づき交付決定を取り消した場合において、既に当該報奨金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(適用除外)

第15条　この告示は、次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。

(1)　国又は地方公共団体が所有する土地

(2)　都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第42条第1項ただし書の規定により許可を受ける区域内のうち、分譲を目的とする土地

(3)　法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受ける申請において、一体的に整備される土地

(4)　前2号による土地と一体に開発又は整備されると見なされる土地

(5)　土地又は土地建物の販売を目的とする土地

(6)　道路法(昭和27年法律第180号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)等による整備事業が施行されている区域の土地

(7)　個人又は法人が所有する狭あい道路

(8)　その他適当でないと市長が認めるもの

(その他)

第16条　この告示に定めるもののほか、後退用地等の整備に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

(施行期日)

1　この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(富岡市建築行為に係る道路後退用地等整備要綱の廃止)

2　富岡市建築行為に係る道路後退用地等整備要綱(平成18年富岡市告示第105号)は、廃止する。

別表第1(第3条関係)

後退用地等整備事前協議書

	添付書類
	1　委任状

2　案内図

3　土地利用計画図　後退用地等に接する道路の形状及び道路認定の番号､幅員、道路と敷地の位置(平面・断面(高低差))関係が記入されているもの

4　公図の写し

5　土地の全部事項証明書

6　写真　道路と敷地の関係が分かるもの

7　その他市長が必要とするもの


別表第2(第7条関係)
後退用地等寄附申請書

	添付書類
	1　印鑑証明書

2　土地寄附証書

3　登記承諾書

4　法人の全部事項証明書(法人の場合)


別表第3(第7条関係)
後退用地等無償使用同意書

	添付書類
	1　印鑑証明書

2　公図の写しに後退線を赤で記入したもの

3　敷地の地形図又は地積測量図　後退用地の面積計算を記入したもの

4　法人の全部事項証明書(法人の場合)


別表第4(第10条関係)
報奨金額

	報奨区分
	報奨金額

	
	都市計画区域内
	都市計画区域外

	後退用地
	20m2以下
	5万円
	3万円

	
	20m2を超え40m2以下
	10万円
	6万円

	
	40m2超え
	15万円
	9万円

	すみ切り用地
	1箇所
	2万円
	1万円


様式第1号(第3条関係)
年　　月　　日　

　富岡市長　様
建築主　住所　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　印
電話　　　　　　　　　　　　

土地所有者　住所　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　印　

電話　　　　　　　　　　　　

代　理　者　住所　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　印　

電話　　　　　　　　　　　　

　

後退用地等整備事前協議書

　富岡市狭あい道路後退用地等整備要綱第3条第1項の規定に基づき、後退用地等について協議します。

	土地の所在
	富岡市
	地目
	　

	狭あい道路種別
	市道　　　　　　　　　号線
	認定幅員
	m

	
	
	現状幅員
	m

	後退用地等の形状
	長さ
	m
	幅
	～　m
	面積
	m 2 

	所有権以外の権利
	□有(　　　　　　　　　　　　　　　)　　　□無

	道路との高低差
	後退用地等を0とした場合の道路面の高さ　＋・－　　　　m

	官民境界確定の有無
	□確定済　□不調　□未実施
	昭・平　　　年　　月　　日実施

	支障物件の有無・撤去時期
	□有(　　　　　)　□無
	撤去時期
	年　　月

	後退用地の帰属
	□寄附　　　　　　□無償使用同意

	すみ切り用地の帰属
	□寄附　　　　　　□無償使用同意

	申請行為等の予定年月日
	建築確認申請
	年　　月　　日

	
	その他(　　　　　　　　　)
	年　　月　　日

	報奨金の交付
	□希望する　　　　□希望しない


様式第2号(第6条関係)
第　　　号　　

年　　月　　日　
様
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富岡市長　　　　　　　　　　印
　

　

　

後退用地等整備事前協議済通知書

　　　年　　月　　日付けで事前協議のあった後退用地等について、事前協議が終了したので、富岡市狭あい道路後退用地等整備要綱第6条の規定に基づき通知します。

　

	土地の所在
	富岡市

	後退用地等の形状
	長さ
	m
	幅
	～　m
	面積
	m 2 

	
	すみ切り用地
	箇所　　

	後退用地の帰属
	□寄附　　　　　　□無償使用同意

	すみ切り用地の帰属
	□寄附　　　　　　□無償使用同意

	報奨金の交付
	□交付する　　　　□交付しない


様式第3号(第7条関係)
第　　　号　　

年　　月　　日　

　

　富岡市長　様

　

建築主　住所　　　　　　　　　　　　　

氏名 　　　　　　　　　　実印　

電話　　　　　　　　　　　　　

土地所有者　住所　　　　　　　　　　　　　

氏名 　　　　　　　　　　実印　

電話　　　　　　　　　　　　　

　

後退用地等寄附申請書

　後退用地等を寄附しますので、富岡市狭あい道路後退用地等整備要綱第7条第1号の規定により申請します。

	後退用地等整備事前協議済通知書
	年　　月　　日

第　　　　　　　　　号

	後退用地等の地名地番
	　　富岡市


様式第4号(第7条関係)
第　　　号　　

年　　月　　日　

　

　富岡市長　様

　

建築主　住所　　　　　　　　　　　　　

氏名 　　　　　　　　　　実印　

電話　　　　　　　　　　　　　

土地所有者　住所　　　　　　　　　　　　　

氏名 　　　　　　　　　　実印　

電話　　　　　　　　　　　　　

　

後退用地等無償使用同意書

　後退用地等を以下の事項により無償で使用することを同意しますので、富岡市狭あい道路後退用地等整備要綱第7条第2号の規定により提出します。

1　市長は、次の土地を道路用地として整備を行い、かつ、維持管理をする。

2　使用期間は、市長が道路として必要とする期間とする。

3　土地所有者は、使用期間中に権利等を第三者に変更する場合には、その旨を市長に通知するとともに、土地使用同意を当該第三者に継承するものとする。

4　寄附ができない事由が解決したときは、市への寄附に協力するものとする。

　

	後退用地等整備事前協議済通知書
	年　　月　　日　　

第　　　　　　　　　号　　

	後退用地等の地名地番
	　　富岡市


様式第5号(第9条関係)
第　　　号　　

年　　月　　日　

　富岡市長　様

建築主　住所　　　　　　　　　　　　

氏名 　　　　　　　　　　印　

電話　　　　　　　　　　　　

土地所有者　住所　　　　　　　　　　　　

氏名 　　　　　　　　　　印　

電話　　　　　　　　　　　　

　

後退用地等整備依頼書

　後退用地等が整備できる状態になりましたので、富岡市狭あい道路後退用地等整備要綱第9条の規定により提出します。

	後退用地等整備事前協議済通知書
	年　　月　　日

第　　　　　　　　　号

	整備する土地の地名地番
	　富岡市


	報奨金振込先(寄附の場合のみ)

	金融機関名
	銀行

金庫

農協
	本店　

支店　

支所　

出張所　

	口座の種類
	　　　　普通　　　　　当座　　　　　　　　(該当を○で囲む)

	口座番号
	　

	口座名義人
	(フリガナ)

	
	　


様式第6号(第10条関係)
　

第　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富岡市長　　　　　　　　　　印
　　

狭あい道路整備報奨金交付通知書

　富岡市狭あい道路後退用地等整備要綱第7条第1項の内容により後退用地等を取得したので、同要綱第10条第2項の規定により次のとおり報奨金を交付します。

	報　奨　金
	後 退 用 地
	円　　

	
	すみ切り用地
	円　　

	
	合　計
	円　　

	交付年月日
	年　　　月　　　日


様式第7号(第11条関係)
第　　　号　　　

年　　月　　日　　

様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富岡市長　　　　　　　　　印
後退用地等借受書

　後退用地等を次のとおり道路用地として無償使用することになりましたので、富岡市狭あい道路後退用地等整備要綱第11条第2項の規定により交付します。

1　市長は、次表の土地を道路用地として整備し、かつ維持管理をします。

2　使用期間は、市長が道路として必要とする期間とします。

	無償使用する土地の表示及び使用範囲

	地名地番
	富岡市

	地　　積
	m 2 の内　　　　　　　　　m 2 　　

	地　　目
	　


様式第8号(第12条関係)
	　
	○　　　　　　　　　　　　　　　　　○

拡幅整備済証

　この部分は、富岡市狭あい道路後退用地等整備要綱に基づき、建築主等の協力のもとに、道路として整備したものです。

富岡市　

○　　　　　　　　　　　　　　　　　○
	　


　　

　　　　拡幅整備済証

　　　　　　　金属板　　85×60角　　四隅に固定用のビス穴あけ

　　　　　　　材質　　ステンレス　厚1.5ミリ程度

　　　　　　　文字　　彫り込み着色
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